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諸外国におけるＥＴＶ制度の概要等についての調査結果について 

 

１． 本WGの位置づけ 
 

本WGでは、我が国および諸外国の ETV制度の比較・検討を行ない、今後日本が海外制

度との Harmonizationを形成していくに向けて、どのような戦略を採るべきか議論する。具

体的には、制度の実施方法の変更の必要性や、海外連携の方向性等について議論し、WGに

おける提言としてまとめ、検討会に提出する。 

 

２． 米国モデルとカナダモデル 
 

各国の ETV制度は米国モデル（韓国、日本）とカナダモデル（中国、バングラディシュ、

ニュージャージー州）のいずれかのモデルに属している。 

米国モデルでは、プログラム運営機関は、技術保有者が実証したい技術の試験全体を第

三者の実証機関に実施させる（図表 1）。 

一方、カナダモデルでは、プログラム運営機関は、申請者からの申請内容（技術性能に

関する主張）および関連するデータ（条件を満たす第三者の性能試験機関が実施した試験

結果等）をまとめ、第三者の試験データ実証機関に委託する。試験データ実証機関は、デ

ータが信頼できるものであることを確かめ、申請内容と照らし合わせることで実証する（図

表 2）。 

米国モデルは結果について評価をせず技術性能に関するデータを公表する仕組みとなっ

ており、一方、カナダモデルは申請者の申請内容が事実であるかどうかを確認する仕組み

であると言える。 

図表 1 米国モデルの ETVプログラム実施プロセス 

実証申請者

ETV制度
運営機関

第三者の
試験・実証機関

  ETVのロゴの付与
  公表

実証試験
結果報告書

 
出所：Overview of Existing Environmental Technologies Evaluation/Verification Programs（2004、ETAP Webサイト） 
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図表 2 カナダモデルの ETVプログラム実施プロセス 

実証申請者

ETV制度
運営機関

第三者の
試験データ
実証機関

試験データ

却下

承認

実証試験
結果報告書

第三者の
性能試験機関

申請内容（技術性能に関
する主張）・試験データ

申請内容
・試験データ

申請内容の
実証の承認

  ETVロゴの付与
  公表

申請内容
の修正

 
出所：Overview of Existing Environmental Technologies Evaluation/Verification Programs（2004、ETAP Webサイト） 

 

 

３． 米国・カナダ・韓国と日本の ETV制度の比較と論点 
 

日本・米国・カナダ・韓国の各 ETV制度について比較した表を別表に示す。また、米国

とカナダについては、図表 3および図表 4にそれぞれ制度の概要図を示す。 

なお、EUについては、今年初め環境技術の開発とより幅広い利用を促す目的で取りまと

められた環境技術行動計画（ETAP）のアクションの 1つに、環境技術の試験、性能実証お

よび標準化の向上があげられているが、具体的な制度の確立には至っていない。 

中国についても、カナダの支援により 1999年からプログラムを立ち上げているが、現状

では大きな動きはない（詳細は不明）。 



 3

 

図表 3 米国 ETV制度の概要 

申請者

ステークホ
ルダー・グ
ループ

実証機関

・プログラムの調整
・ETVのQMP（品質管理計
画）実施の管理
・プロトコルの策定
・プログラムの目標の協議
・アウトリーチ戦略（成果の普
及啓蒙）の策定
・QMPの見直し

・ETVのQMPの確実な実施のた
めの協力
・ETVセンターでのQSA（品質シ
ステム評価）の管理
・文書のレビュー

・実証機関の監督
・実証試験結果報告書のピア・
レビュー（仲間同士の民主的な
審査）

米国環境保護庁
（EPA）

ETVの職員

各センターのマネージャー

EPAの品質保証担当職員

・対象技術プライオリティの
決定
・プロトコル、手順の見直し
・アウトリーチ活動の計画の
サポート

・ステークホルダー会議の実施
をサポート
・実証試験の実施
・実証試験結果報告書の作成

 

図表 4 カナダ ETV制度の概要 

申請者

カナダ
環境省・産業省

試験データ
実証機関
（民／公）

第三者による実証

・データの実証
・データと申請内容の比較
・実証試験の実施
・実証試験結果報告書の作成

ETVカナダ

・申請内容・データの募集
・実証機関の特定
・実証試験結果報告書のレビュー
・技術ファクトシートと実証証明書の作成

・制度方針の決定

公認
研究所

・技術やサンプルの収
集と分析
・申請内容を実証する
ためのデータの作成

 
 

対象分野／対象技術の選定方法 

カナダでは対象技術分野をあらかじめ選定せず、どのような分野の環境技術も申請可能

である。また、申請された技術については、実証が適切と判断されるものについてはすべ

て実証される。 

米国では、ステークホルダー・実証機関・EPA（米国環境保護庁）による会議で対象分野

および対象技術のプライオリティーが決定される。日本も会議によって分野／技術の選定

を行なっている点は同じだが、日本の場合、主に有識者による会議で決定している点が異

なる。 

なお、韓国における分野／技術の選定方法は多くの情報を得られていないが、現在の対

象分野は排水処理や廃棄物処理に関するものが多い。 
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実証方法 

米国の実証方法は日本とほぼ同様。 

一方、カナダは異なり、申請者から ETVカナダに提出された技術性能及び試験データに

ついて、その内容の審査を実証機関に委託する。 

また、韓国の実証方法には、「①新環境技術の指定（書類審査＋現場調査）」と「②新環

境技術の実証（書類審査＋現場実証）」の 2種類があり、申請者が十分なデータを有してい

る場合は①が可能で、この場合実証試験はない。②の場合は日本の制度と同様の実証手順

となる。 

なお、日本では書類のみによる審査は行なっていないが、韓国における①の制度や、米

国における Existing Data Policy（データの適格性をもって実証可能）は、書類の審査のみで

実証される。しかし、米国の Existing Data Policyについては、ETVセンターの実証試験と同

等の厳しい QA基準が求められるため、企業が手持ちで用意できるデータでは、これを満た

すことができないことが多く、活用されていない（2007年 1月現在、申請件数 1件、適用

件数 0件）。 

 

実証機関・試験機関について 

実証機関については、日本では地方公共団体・公益法人・特定非営利活動法人が対象だ

が、米国では非営利機関、カナダでは官民問わない機関とされている（韓国の情報は得ら

れていない）。米国ではバッテル研究所等、大規模な研究所が実証機関になることが多い。 

米国や韓国の実証機関の役割は、実証試験の実施（日本と同様）であるのに対し、カナ

ダの実証機関（VEs）の役割は、申請者から提出された申請内容の審査であるということが

明確に異なる。 

また、カナダでは、実証機関とは別に、申請者が申請用のデータを取得するために試験

を委託する性能試験機関（主に民間研究所）が存在するが、申請が受理されるためには、

これらの試験機関は CAEAL（カナダ環境分析機関協会）等による認証を受けた研究所であ

る必要がある。 

 

実証の基準値について 

日本では実証の基準値は設定していないが、カナダでは、環境性能の目標の明確化や規

制基準や指針の設定に貢献するため、2年前に重点分野を設定し、これらの分野でステーク

ホルダーの主導によってパフォーマンスベンチマーキング（技術性能について、実証され

る基準を定量的に設けるもの）が設定されている。 

また、米国では連邦規制等と関わりの深い分野では基準を念頭において試験を実施する

ことがある。韓国の情報は得られていない。 
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費用負担 

日本では現在のところ国が費用の大部分を負担しているが、米国、カナダの両国も同様

で、事業を開始して間もない時期は、政府が多くを負担している。しかし、その後徐々に

申請者負担を増加し、米国では来年度の予算を 0 としており、また、カナダでも現在はす

べての費用を申請者負担としている。 

米国の場合、EPAは当初から ETVが自立した制度となることを望んでおり、予算額を削

減してきたが、ついに来年度の予算をゼロとして議会に提案した。しかし、議会提出後、

両議院が 2.4 および 2.5 百万米ドルへと回復させることで議決しており、そのため 2007 年

度予算については未決定である（2007年 2月現在）。 

なお、実証費用について、米国では約 5,000～75,000 米ドル。カナダでは手数料の約 900

米ドル（1,000カナダドル）を含め、総費用は約 18,000米ドル程度。韓国では、手数料が約

2,000米ドル（200万ウォン）かかり、別途現場評価機関への支払いがある。 

 

申請者へのサポート 

政府から申請者へのサポートが充実しているのはカナダで、2003年度から 2005年度まで

申請者の実証にかかる費用負担軽減のため、カナダ環境省から試験データ実証機関（VEs）

に対して実証案件 1件当り 5,000カナダドル（約 4,300米ドル）の補助金が支給されていた。

また他にも申請技術の性能データの作成に当たって、詳細なアドバイスが受けられるサポ

ートもある。 

また、韓国では中小企業への実証費用が払い戻された実績がある。米国における情報は

確認できていない。 

 

予算規模と実績 

予算規模は、日本が年間 200万米ドルであるのに対し、米国は 2007年度で 0（予定、人

件費除く）（開始当初は約 900 万米ドル）、カナダは現在、全額申請者負担（1997 年の開始

から数年間の数値は約 110万米ドル（120万カナダドル））。 

また、1年当たりの実証技術数は、日本が約 16～30、米国は約 20～25、カナダは約 6の

実証実績がある。韓国については情報を得られていない。 

 

海外連携 

米国はシンガポールと協定を結んでいる。カナダは韓国、ニュージャージー州と協定を

結んでおり、また、中国における制度構築に向けた支援、バングラディシュにおけるヒ素

除去に関する実証試験の開発を行なっている。 
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実証事業による効果（運営機関、申請企業、それぞれの声を受けて） 

各国制度とも実証されれば、日本と同様、ロゴの使用、実証報告書の作成、証明書の発

行等が受けられ、これらを利用することで、技術の知名度アップや売上げ向上を図ること

ができる。これらの点が、運営機関のアピールする事業メリットである。 

これに対し、企業側は、ロゴや報告書を営業活動に利用し、信頼性の向上は図れている

ものの、実証結果がどの程度売上げに寄与したかどうかはわからないとする意見も多い。 

ただし、韓国では、実証された技術について公的な調達におけるインセンティブを与え

るという制度がある。他国には見られない制度であり、売上げへの寄与も高いと思われる

が、詳細情報が得られていない。 

なお、日本では、事業後の企業からの声をフォローアップ調査によって把握しているが、

少なくともカナダでは行なっていない。 

 

 

４． 海外制度と連携した ETV 制度に向け、日本の ETV 制度において今後検討すべき
課題と方向性 
 

連携の枠組みについて 

【方向性】 

制度の詳細についての統一ではなく、まず運用プロセスの共有化を前提に検討してい

く。 

（根拠） 

・ 米国モデルとカナダモデルでは運用プロセスが異なる。技術分野や試験方法など詳

細についても全く異なる。 

・ 現状では、海外 ETV制度の実証技術は海外 ETVのロゴマークのまま日本で販売さ

れている。 

（有識者の意見） 

・ 「詳細を統一するのではなく、プロセスを共有し、実証機関や分野、試験方法等に

ついては各国がそれぞれ決定するという形で連携がすすむだろう」というカナダの

ETV担当者の意見がある。 

・ 海外で実証された技術について、簡単な手続きで日本の ETV 制度で実証できるよ

うになることが、企業にとって望ましい（日本から技術を輸出するという逆の立場

でも同様のことが言える）。例えば米国 ETV 制度で実証された技術を日本の ETV

制度で実証する場合、予備審査が省略できるなどの仕組みがあげられる。 
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制度内容について 

● 技術分野 

【課題】 

日本と海外の ETV制度における基準・目的等の違いについてさらに検討し、連携可能

な分野について分野を絞ることが必要。また、日本の技術を売り込む方法と、入って

くる技術を国内で使用する有益性を整理し、今後の連携に備えることも重要。 

根拠 

・ 各国の ETV制度に共通する技術分野は少ない。技術分野の決定方法も異なる。 

・ それぞれの国で注目分野や得意分野が異なる。 

（有識者の意見） 

・ 海外で実証されている技術分野を整理し、基準や目的等の違いやそれらをすり合わ

せるうえでの課題などについて、日本の関連する分野の専門家に意見を出してもら

うことが有効。 

 

● 費用負担 

【課題】 

自立した制度にするべく効率的な運用方法を検討する必要がある。ノウハウを蓄積し

ていく制度フレームの確立や、制度の認知度の向上に努める必要がある。 

根拠 

・ カナダ ETV制度は、設立初期については政府が制度運用の一部を負担していたが、

現在は民営事業として実施されている。 

・ 米国 ETV 制度は、モデル事業開始当初は 900 万米ドル程度の予算がとられていた

が、年を経るごとに EPA は予算を削減。ETV を自立した制度へと促してきた経緯

がある。2007年度は予算額 0（人件費除く）となる予定。 

・ 各国とも基本的に実証費用は企業負担としている。ただし申請数や実証数の大きな

減少には至っていない。米国政府は予算削減の一方で、Webの充実など事業の認知

度アップに努めている。 

・ 米国では制度全体のマネジメントに同一の EPA 担当者が長期間（10 年以上の者も

いる）従事しており、成果・経験が人に蓄積され、効率的な運用がされている。ま

た、大規模な研究所が実証機関となることが多く、経験が蓄積されやすい体制とな

っている。 
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● 申請者にとっての事業メリット、申請者に対する技術面や費用面のサポート 

【方向性】 

我が国を含め各国とも大きな違いはなく、現状の方向を維持する。 

根拠 

・ 企業にとって事業のインセンティブは、日本と同じく、ロゴの使用、実証報告書の

作成、証明書の発行等である。 

・ カナダは申請者に対するサポートとして申請技術の性能データの作成に関するア

ドバイスを実施している。また、申請企業の実証費用の負担軽減を行なっていた時

期があるが、現在は行なっていない。 

 

● 実証基準値・実証申請書 

【方向性】 

報告書の内容については、各国間で項目や書式の統一を図っていく必要がある。 

根拠 

・ カナダでは一部の分野（重点分野）で実証基準値が設定されている（パフォーマン

スベンチマーキング）。 

（有識者の意見） 

・ 対象技術の規模や役割によって実証の基準はケースバイケースであり、統一した実

証基準値の設定は難しい。 

・ どのようなバックグラウンドで採取したデータなのかが分かるようにしておくこ

とが重要。対象技術の試験データや実証報告書について、第三者が読んでも十分に

理解できる内容でなくてはならない。 

 

● 書類のみの審査方法 

【方向性】 

書類のみの審査の導入は今後の連携において必要。審査方法については、申請書類の

必要事項の設定（QA基準の設定）や、実物の見学の義務化など、条件について検討し

ながら決定する。 

根拠 

・ 海外各国で書類のみの審査を導入している。 

・ 書類のみの審査を実施している米国では、書類のみの審査の場合も ETV センター

で実施する実証試験と同等の QA基準を課すため、実証の簡易化や申請企業の費用

の軽減にはつながっておらず、いまだ適用例がない。 

（有識者の意見） 

・ 書類のみの審査を利用すれば、実証機関と申請企業が地理的に離れていても少ない
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時間と経費で実証が可能になる。 

・ データ取得の際、どのような試験環境条件で行なったかなど、書類のみでは十分な

情報が得られない場合がある。機器・設備の実物や稼動している状態を見学するこ

とで不足する情報を補い、このような危険を排除することが必要。 

 

● 実証証明書の有効期限 

【方向性】 

3年程度で設定するのが妥当と考えられる。 

根拠 

・ カナダと韓国の実証証明書の有効期限は 3年間。米国では期限は特に設定されてい

ない。 

・ カナダでは、更新手数料を支払うことによってライセンスの更新が行なえる。更新

制度を設けていない米国では、発行を受けた企業から証明書内容の更新を求める声

が聞かれる。 

 

連携後の日本の戦略について 

【方向性】 

米国・カナダの既存制度とのハーモナイゼーションと、これから成長が見込まれるア

ジアでの技術の売り込みが、今後の ETV海外連携における 2本柱と考えられる。いず

れも日本の強い分野を重点項目にすべき。日本の技術を売り込む方法と、入ってくる

技術を国内で使用する有益性を整理し、今後の連携に備えることが重要。 

根拠 

・ それぞれの国に注目分野や得意分野が存在している。海外で対象とされていない日

本の技術分野や、その逆で日本では需要の小さい技術分野を持つ海外制度がある。 

・ EUは本格的なプログラムの立ち上げに動き出している。 

・ カナダ・米国は既にいくつかの国と協定を締結している。 

（有識者の意見） 

・ EU は制度を確立すれば、関係の深い途上国等に対して技術の売込みを図る可能性

が考えられる。各国とも急成長しているアジアへの売り込みも強化してくると考え

られる。 
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諸外国（米国・カナダ・韓国）および日本の ETV制度比較表 
 

 日本 ETV制度 米国 ETV制度 カナダ ETV制度 韓国 ETV制度 

運営機関 環境省 米国環境保護庁（EPA） ETV カナダがカナダ環境省とライセンス契約を締結
し実施（民営事業） 

環境管理公団（EMC）（環境省（MOE）傘下の非
営利公的機関）i 

沿革 
2003年：モデル事業として開始 1995年：米国環境保護庁が ETV制度を創設 

1995-2000年：モデル事業段階 
2001年以降：本格稼働 

1997年：カナダ環境省と産業省が ETV制度を創設 1997年：試験導入 
1998年：ETV制度iiの発足 
2001年/2003年：規定改正 

目的 

既に適用可能な段階にあり、有用と思われる先進的環
境技術について環境保全効果等を第三者機関が実証
することにより、ベンチャー企業等が開発した環境技
術の普及を促進し、環境保全と地域環境産業の発展に
よる経済活性化を目指す。現在のモデル事業は、その
ための最適な環境技術実証の手法や体制を確立して
いくことを目指す。 

商業化段階にある環境技術の性能に関する確実なデ
ータを提供することにより、申請者の技術の販売促
進、および規制当局や購入者の意思決定に役立てる。

（米国の目的に加え、）カナダの環境産業の信頼性を
アピールすることにより、環境市場におけるカナダの
評価を高め、企業の海外進出と競争力強化をサポート
する。 

環境技術を実証、評価および認定することによ
り、優れた技術の開発・改良を後押しし、国内
環境産業を育成する。 

モデル 米国モデル 米国モデル カナダモデル 米国モデル 

技術分野の
選定方法 

有識者からなるモデル事業検討会及び分野別WGでの
議論を踏まえ、以下の選定基準で環境省が選定する。 
（1） 開発者、ユーザーから実証に対するニーズの

ある技術分野（毎年アンケート調査を実施） 
（2） 普及促進のために実証が有効である技術分野 
（3） 既存の他の制度において技術認証等が実施さ

れていない技術分野 
（4） 実証が可能である技術分野 

[1]予算、実施体制等の観点から実証が可能 
[2]実証試験要領が適切に策定可能 

（5） 環境行政にとって、当該技術分野に係る情報
の活用が有用な分野 

EPA、実証機関、ステークホルダーが共同で技術分野
を決定する。市場動向を反映し、頻繁に変更される。

（すべての環境技術および環境モニタリング・システ
ムが対象技術。特定の分野はない。） 

（情報得られず） 

現在の対象
技術分野 

ヒートアイランド対策／閉鎖性海域における水環境
改善／VOC 処理／小規模事業場向け有機性排水処理
／山岳トイレ／非金属元素排水処理／湖沼等水質浄
化／化学物質に関する簡易モニタリング／酸化エチ
レン処理／ジクロロメタン等有機塩素系脱脂剤処理 

高度モニタリングシステム／大気汚染制御技術／飲
料水システム／温室効果ガス技術／水質保護／建築
物廃材技術／リサイクル・廃棄物処理／建築物のモニ
タリング及び検知技術への取組み／建築物の空気濾
過及び清浄技術への取組み 

（すべての環境技術および環境モニタリング・システ
ムが対象技術。特定の分野はない。） 

排水技術（窒素・リン除去）／焼却技術（スト
ーカ燃焼・ガス化・溶解・回転窯など）／粉塵
および酸化ガスの処理（SCR、SNCR、ダイオキ
シン制御、脱臭化） 

対象技術の
選定方法 

実証機関が技術分野毎に対象技術を公募し、実証を希 
望する開発者や販売店等が申請する。実証機関は、技 
術実証委員会における検討等を踏まえて対象技術を
選定し、環境省の承認を得る。 

EPA、実証機関、ステークホルダーで開かれる各技術
分野の会議において、市場ニーズと実行可能性が考慮
され、実証する技術の優先順位がそれぞれ決定され
る。主要な選定基準に以下がある。 
・ 当該技術に対する正当な環境ニーズがある 
・ 試験を実施できる商業化段階の技術が少なくとも

1つある 
・ 試験プロトコルを妥当な期間とコストの範囲内で
策定可能 

・ 対象技術の国内外を問わない 

以下の条件をすべて満たす技術であれば申請可能。 
・ 環境上の利益をもたらす、又は環境問題に対処す
るもの 

・ 装置型の環境サービスで、測定結果に基づいて性
能を評価することが可能 

・ カナダにおける性能の最低基準を満たす 
・ 現在商業化されている、又は商業化の準備が整っ
ている 

申請者は、性能試験機関に委託し、申請内容（技術性
能に関する主張）を実証するためのデータを得る。そ
して申請内容と得たデータを ETVカナダに提出する。 

指定する技術分野に該当し、さらに以下の条件
を満たす。 
・ 韓国で開発されたか、又は輸入後に改良を加
えた 

・ 既存技術を上回る卓越性、先進性、有効性を
持つ 

実
証
フ
ロ
ー 

プロトコル
／実証方法 

実証試験要領は環境省が分野ごとに策定する。実証機
関は、各対象技術について実証試験要領をもとに実証
試験計画を策定し、これらに基づき実証試験を行な
う。ただし、必要に応じて実証試験の一部を委託・請
負契約等に基づき、外部機関に実施させることができ
る。その際、実証機関は、当該外部機関において実証
試験が実証試験要領及び実証試験計画に従い適切に
行われるよう、指導・監督を行なう。 

技術選定後、ETVセンターはプロトコルと試験計画を
作成する。実証機関は計画に従い EPAの監督の下、実
証を行なう。実証後、実証機関は実証試験結果報告書
及び結果に関する意見書を作成する。 
なお、Existing Data Policyによって実証機関以外のデ
ータの適格性をもって実証することが可能だが、これ
までに使用された例はない。これは、Existing Data 
Policy にも ETV センターの実証試験と同等の厳しい
QA 基準が求められるため、企業が手持ちで用意でき
るデータでは、これを満たせないことが多いため活用
されていない。 

ETVカナダは申請書を受け取ると、試験データ実証機
関の特定、実証プログラムの費用見積り、実証プロセ
スの決定を行なう。そして受け取った申請内容とデー
タの審査を試験データ実証機関に委託。試験データ実
証機関はデータ分析や試験の実施を通じて申請内容
を十分に立証できるか、あるいは追加試験が必要かを
判断する。なお、申請者が性能試験機関で行なう実験
について、ETVの職員あるいは試験データ実証機関の
職員が実験を視察することがあるが、必須ではない。 

実証方法には 2種類ある。 
① 新環境技術の指定（書類審査＋現場調査）：
申請者が申請内容に関する十分なデータを
有している場合 

② 新環境技術の実証（書類審査＋現場実証）：
十分なデータがない場合 

いずれも実証機関の審査により実証されるが、
②の場合、現場評価機関による現場試験と評価
が必要。実証試験結果報告書は現場評価機関に
よって作成される。 

別添 
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 日本 ETV制度 米国 ETV制度 カナダ ETV制度 韓国 ETV制度 

実証機関 

環境省は、対象技術分野毎に、分野別WGで検討の上、
実証機関を募集する。実証機関の対象は、地方公共団
体、公益法人、特定非営利活動法人である。 

EPA は 6 つの ETV センターを設けており、各センタ
ーに実証機関及びステークホルダーが属している。実
証機関はETVのQA要件を満たしていることが条件で
あり、官民は問わない。 

試験データ実証機関は、申請者やデータを作成した試
験機関とは異なる民間または公的な機関（Verification 
Entities; VEsと呼ばれる）。ETVカナダが指名する。 

①の場合：EMC および環境技術評価審議委員会
（EMCによる運営、専門家 600名のプール方式）
②の場合：EMC、環境技術評価審議委員会およ
び現場評価機関 関

係
機
関 

試験機関 

（試験は実証機関が実施する。） （試験は実証機関が実施する。） 申請者が指名する性能試験機関は、認定機関から承認
を受けている研究機関（ほとんどの場合、カナダ環境
分析機関協会（CAEAL）の公認メンバー）が該当する。
また、類似のプロジェクトに関する経験を有し、QA
および QC計画を備えている必要がある。 

（試験はEMCおよび現場評価機関が実施する。）

実証の基準値に
ついて 

認証ではなく実証であるため、日本では設定していな
い。別途環境省や各自治体で定めている環境基準を参
考にしている。 

ETV独自で性能基準値は設定していないが、飲料水に
関する連邦規制など、別の制度に基準がある場合、基
準を念頭において試験を実施する場合がある。 

環境性能の目標の明確化や規制基準や指針の設定の
ため、以下の分野ではステークホルダー主導の性能ベ
ンチマーキングを設定している（砒素ミティゲーショ
ン／水銀除去／GHG技術活動…）。これまでの経験や
結果を複数のステークホルダーで定量・定性の両面か
ら検討し合意を形成し、最終的な性能基準が設定され
る。 

（情報得られず） 

予算規模 

・ 年間約 200万米ドル ・ 1995年モデル事業開始当初の EPAの予算は 700～
900万米ドル。EPAは ETVが自立した制度となる
ことを望んでいるため、年を経るごとに予算を削
減。2007 年度は予算額 0（人件費除く）で議会提
出したが、未決定（2007年 2月現在）。※ETVス
タッフ人数は 20名程度。 

・ 制度設立当初の数年間は政府負担額は総額で 120
万カナダドル（約 100万米ドル） 

（情報得られず） 

費用負担 

・ 実証システムが確立するまでは手数料を徴収せ
ず、国が費用の大部分を負担するが、技術分野ご
とに実証開始から 2 年間程度を目安に、申請者か
ら手数料を徴収する体制に移行する 

・ 原則、対象技術の試験実施場所への持込・設置、
実証試験における装置等の運転、試験後の対象技
術の撤去・返送等、実証試験実施に係る実費は実
証申請者の自己負担とする 

・ その他の費用（モデル事業検討会、分野別WG及
び実証委員会の運営費用等）は環境省が負担 

・ モデル事業段階では主に政府が活動資金を提供し
ていた。現在は政府と申請者と関係者（業界団体、
州、地方政府等）が分担。センターが定めた内容
で負担額が決定する 

・ 1995～2004年までの EPAによる ETVへの出資総
額は 6,300万ドル以上。なお、2001年までの EPA
負担額は申請者の約 3倍 

・ 実証費用は 1件当り約 5,000～75,000米ドル 

・ データの用意から実証にかかる費用まで、すべて
ベンダーが負担する 

・ 申請手数料は 1,000カナダドル（約 850米ドル）。
実証にかかる総費用は 20,000 カナダドル（約
17,000米ドル）程度が一般的 

・ ①指定、②実証、いずれも 200万ウォン（約
2,000米ドル）の登録手数料が必要（EMCへ
支払） 

・ ②の場合はさらに現場試験費用が必要（現場
評価機関へ支払） 

・ ①は実証に 90日を要す。②は実証に 120日
を要す 

申請者へのサポ
ート 

・ モデル事業として新しく選定された 2 年目までの
技術分野では、無料で実証試験を受けて、報告書
を受けることができる（国が費用の大部分を負担
している） 

・ モデル事業段階では主に政府が活動資金を提供し
ていた。2001年までの EPA負担額は申請者の約 3
倍 

・ ETVカナダは申請者の負担軽減のため、技術性能
データに関する詳細なアドバイスを提供している 

・ 申請者の実証にかかる費用負担軽減のため、カナ
ダ環境省から試験データ実証機関に対して実証案
件 1件当り 5,000カナダドル（約 4,300米ドル）の
補助金が支給されていた（2003～2005年度）。 

・ 2001 年および 2002 年には MoE が費用を負
担。2003年以降は、政府は特例措置として、
中小企業が負担する実証費用の 50％を払い
戻している 

実績 

・ 年間 15～30の技術が実証されている ・ 実証済み環境技術 261件（うち海外の技術は 30件
程度） 

・ 作成されたプロトコル 78件 
・ 年間 20～25の技術が実証されている 

・ カナダにおける ETVの認定件数 60件 
・ 作成された試験計画 30ないし 40件 
・ 実証済み技術のうち米国の技術は 3 件、中国は 1
件 

（情報得られず） 

海外連携 

・ 日本では行なっていない ・ シンガポールと協定を結んでいる。2004年 5月よ
り開発開始 

・ 韓国、ニュージャージー州と覚書を締結。中国の
ETV制度構築に対する支援。バングラディシュに
おけるヒ素除去に関する実証試験の開発。 

・ さらに東南アジア諸国の能力向上のため、協力関
係を広げるべく取り組んでいるところ。 

・ 制度の一部においてモデルとなったカナダ
と覚書を締結（但し、この相互協定を適用し
たものはない） 

実証事業による
効果（国の声） 

・ 実証試験結果報告書が ETV のホームページ上に
公開される 

・ 環境技術実証のロゴマークが使用できる 
・ 実証試験結果報告書の概要を一覧的に紹介するパ
ンフレットに掲載される 

・ 新技術の販売や許認可取得の迅速化が期待できる
・ 技術の性能を正確に知ることができ、技術の改善
が行なえる 

・ 実証されればロゴを使用することができる 

・ 実証証明書、技術ファクトシート、実証報告書が
交付される。実証の有効期限は 3 年間。ライセン
ス更新には更新手数料が必要 

・ 所定の文書にロゴを使用する権利が認められる 
・ ETVのWebサイトに情報公開される 

・ 指定／実証証明書が交付される。有効期限は
3年間 

・ 実証された技術は公的な調達におけるイン
センティブとなり、結果的に費用の払い戻し
を受けられる 
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 日本 ETV制度 米国 ETV制度 カナダ ETV制度 韓国 ETV制度 

実証事業による効

果（企業の声） 
（フォローアップ調査対象企業 40件の代表的な意見） （企業 3件からアンケートを回収） （企業 2件からアンケートを回収） （回答なし） 

 制度活用の
メリット 

・ 第三者による客観的データの収集、商品 PR・拡販、
技術信頼度向上、知名度向上等を期待。結果は、
十分な成果を達成 42％、期待通りではないがほぼ
達成 39％、期待通りでなく十分ではない 15％。 

・ 製品の機能について第三者機関に正確かつ公平に
実証してもらうことができる 

・ 顧客が実証報告書を見ることにより、製品の性能
の比較や操作性について確認できる 

・ 客観的に評価されることにより、性能の信頼性を
向上できる 

・ ISOが国際標準となったように、いずれ ETVが広
範に採用されることになれば、新市場への製品の
投入が容易になる 

 

 実証結果の
活用方法 

・ カタログへの掲載 83％、客先への報告書配布
55％、イベント等で PR 55％（複数回答） 

・ また、技術開発への活用は、基礎データとして活
用 55％、課題の発見 50％、関連商品開発 33％ 

・ Webサイトで試験結果を公開している 
・ 顧客に対して報告書を提供している 

・ あらゆる印刷物にロゴを活用している 
・ 製品のプレゼン等でも詳細に説明し、信頼性をア
ピール 

 

 売上げに対
する影響 

・ 売上げへの効果あり 38％、なし 35％、わからない
28％ 

・ どのように売上げ向上に役立っているかは正確に
は捉えられない 

・ 短期的には売上げに貢献した 

・ 売上げに重大な影響を与えたと考えられる 
・ 実証実績はマーケティングの重要な要素となって
いる 

 

 課題 ・ 手数料体制へ移行時の申請者へのサポート 
・ モデル事業自体の認知度が高くない 

・ 古い実証結果は既に意味を成していない。実証し
たデータを更新する必要性がある 

・ 今後の海外連携の確立に期待したい  

 
                                                  
i 韓国における運営機関は、2006年から環境技術振興院（Korea Institute of Environmental Science and Technlogy）に変更された。 
ii ETV事業は環境新技術評価と呼ばれ、その業務は環境技術振興院の中の環境新技術評価団（Environmental Techology Verification Division）が実施している。 


